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介
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指
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指
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指
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昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

公

告

�
平
成
十
七
年
度
准
看
護
師
試
験
の
実
施

（
医
務
国
保
課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
（
三
件
）

（
経
営
支
援
課
）

二
二

�
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
港
湾
関
連
地
区
事
業
計
画
提
案
競
技
の
実
施

（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

二
四

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
四
件
）

（
土
地
改
良
課
）

二
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病

院
の
指
定
の
取
消
し

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表
（
四
件
）

香
川
県
森
林
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
九
十
八
号

香
川
県
森
林
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
森
林
公
園
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
香
川
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
六
項
及
び
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
休
憩
所
」
を
「
や
す
ら
木
休
憩
所
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
森
の
ギ
ャ

も

り

ラ
リ
ー
」
を
「
森
林
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同
項
第
二
号
ハ
中

や
か
た

も

り

や
か
た

「
も
り
の
館
」
を
「
森
林
の
館
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二

ド
ン
グ
リ
ラ
ン
ド
の
ド
ン
グ
リ
ラ
ン
ド
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
号
ニ
」
を
「
第
三
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第８１号

平 成１７年

１０月１４日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一



第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
の
許
可
を
要
す
る
施
設
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
施
設
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
森
林
公
園
施
設
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
て
そ

の
」
を
「
森
林
公
園
の
う
ち
香
川
県
森
林
公
園
条
例
第
二
条
（
同
条
例
第
三
条
第
七
項
後
段
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
に
改
め
、
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

施
設
と
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
削
る
。

イ

や
す
ら
木
休
憩
所

ロ

青
少
年
の
森
キ
ャ
ン
プ
場

ハ

青
少
年
の
森
炊
飯
場

ニ

芝
生
広
場
横
炊
飯
場

ホ

炭
焼
き
窯

第
十
条
中
「
知
事
が
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
八
条
の
前
の
見
出
し
並
び
に
同
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
用
者
に
対
す
る
指
示
等
）

第
十
一
条

知
事
は
、
森
林
公
園
の
管
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
森
林
公
園
を
利
用
す

る
者
に
対
し
、
森
林
公
園
の
管
理
上
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
森
林
公
園
を
利
用
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
森
林
公
園
か

ら
の
退
去
そ
の
他
森
林
公
園
の
管
理
上
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

（
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
提
出
）

第
十
二
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送

信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
受
信

し
た
時
に
、
当
該
書
面
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
十
三
条

香
川
県
森
林
公
園
条
例
第
三
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
森
林
公
園
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二

森
林
公
園
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三

業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２

香
川
県
森
林
公
園
条
例
第
三
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
森
林
公
園
の
維
持
管
理
及
び
利

用
の
許
可
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

３

指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
条

及
び
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管

理
者
」
と
す
る
。

４

森
林
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
二
条
、
第
三
条
、
第

五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
前
条
及
び
次
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す

る
。

第
六
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
制
限
」
を
「
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
号
様
式
」
を
「
第
三
号

様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
を
す
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
を
す
る
こ
と
。
」
を

「
、
署
名
運
動
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
四

号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
五
条

香
川
県
森
林
公
園
条
例
第
二
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
森
林
公
園
施
設
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
利
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用

許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

森
林
公
園
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

森
林
公
園
の
施
設
又
は
設
備
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

そ
の
他
森
林
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二



３

利
用
許
可
に
は
、
森
林
公
園
の
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
の
変
更
）

第
六
条

利
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
許
可
者
」
と
い
う
。
）
は
、
香
川
県
森
林
公
園
条
例
第

二
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
森
林
公
園
施
設
利
用
許
可
変
更
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
変
更
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
）

第
七
条

知
事
は
、
利
用
許
可
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
許
可
若
し
く
は

変
更
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
森
林
公
園
の
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

二

第
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
利
用
許
可
又
は
変
更
許
可
を
受
け
た
と
き
。

四

第
五
条
第
三
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た

許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
４
条
関
係

第
５
条
関
係

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

□
休
憩
所

□
第
１
キ
ャ
ン
プ
場

□
第
２
キ
ャ
ン
プ
場

「□
第
１
炊
飯
場

□
第
２
炊
飯
場

□
第
３
炊
飯
場

を

□
野
鳥
観
察
小
屋

」

□
や
す
ら
木
休
憩
所

□
青
少
年
の
森
キ
ャ
ン
プ
場

「□
青
少
年
の
森
炊
飯
場

□
芝
生
広
場
横
炊
飯
場

に
改
め
る
。

□
炭
焼
き
窯

□
野
鳥
観
察
小
屋

」

第
５
条
関
係

第
８
条
関
係

□
香
川
県
公
渕
森
林
公
園

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

□
ド
ン
グ
リ
ラ
ン
ド

□
香
川
県
公
渕
森
林
公
園

「

に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

」

第
５
条
関
係

第
８
条
関
係

□
香
川
県
公
渕
森
林
公
園

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

□
香
川
県
公
渕
森
林
公
園

□
ド
ン
グ
リ
ラ
ン
ド

「

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

」

第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

三



第２号様式（第６条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

森林公園施設利用許可変更申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名
団体にあつては、その
名称及び代表者の氏名

次のとおり森林公園の施設の利用の変更許可を受けたいので申請します。

注 １ この申請書は、利用する公園ごとに作成してください。
２ □については、該当するものに「レ」を記入してください。

□ 香川県公渕森林公園

□ 香川県満濃池森林公園

□ やすら木休憩所 □ 青少年の森キャンプ場

□ 青少年の森炊飯場 □ 芝生広場横炊飯場

□ 炭焼き窯 □ 野鳥観察小屋

変 更 後変 更 前

利 用 す る 公 園

利 用 す る 施 設

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

�
��
�

�
�
�	

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

四



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
九
十
九
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

「

森
林
公
園
条
例
関
係

「

森
林
公
園
規
則
関
係

事
務

別
表
四
の
七
の
表
二
の
項
中

を

に
改
め
、
同

事
務

」

条
…
香
川
県
森
林
公
園

条
例

」

項
第
一
号
中
「
休
憩
所
」
を
「
や
す
ら
木
休
憩
所
」
に
、
「
許
可
す
る
」
を
「
許
可
し
、
又
は
当
該
許
可

事
項
の
変
更
を
許
可
す
る
」
に
、
「
規
四
条
」
を
「
条
二
条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第

三
号
中
「
七
条
」
を
「
十
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
五
条
」
を
「
八
条
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
七
の
表
二
の
項
第
五
号
中
「
へ
の
入
園
を
拒
否
し
、
又
は
」
を
「
の
管
理
上
必
要
な
指
示
を

し
、
又
は
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
者
等
に
対
し
、
」
に
、
「
退
去
」
を
「
退
去
等
」
に
、
「
九
条
」
を

「
十
一
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
号

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
都
市
公
園
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
入
園
料
の
免
除
）

第
十
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
入
園
料
を
免
除
す
る
。

一

公
務
の
た
め
に
入
園
す
る
公
務
員

二

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
の
使

用
人
を
含
む
。
）
で
有
料
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
行
為
に
従
事
す
る
も
の

三

県
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上
の
者

四

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手
帳
に
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
者
と

し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

五

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
知
事
が
交
付
し
た
療
育
手
帳
に
本
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
六

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
に
精
神
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

七

第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
介
護
者
（
有
料
公
園
の
利
用
に
つ
い
て
必
要
な
介
護
者
に

限
る
。
）

八

次
に
掲
げ
る
者
を
二
十
人
以
上
含
む
団
体
で
入
園
す
る
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

県
内
の
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
高
等

学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
児
童
又
は
生
徒
で
、
当
該
学
校
の
教

職
員
が
引
率
の
上
入
園
す
る
も
の

ロ

県
内
の
保
護
施
設
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
児
童
福
祉
施
設
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
、

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
又
は
老
人
福
祉
施
設
の
在
籍
者
で
、
当
該
施
設
の
職
員
が
引
率
の
上

２

規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
者
等
に
対
し
、
利
用
許
可
等
の
取
消
し
等
の
処
分

を
す
る
こ
と
。
（
規
七
条
）

○

○

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）
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入
園
す
る
も
の

ハ

県
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
歳
以
上
の
者

九

元
日
に
入
園
す
る
者

十

栗
林
公
園
の
開
園
を
記
念
す
る
日
（
三
月
十
六
日
）
に
入
園
す
る
者

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
園
の
際
、
用
務
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
身
分
を
証
す
る
証
明
書
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
有
料
公
園
入
園
証
交
付
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
）

を
所
長
に
提
出
し
、
有
料
公
園
の
入
園
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
園
の
際
、
長
寿
手
帳
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上

の
者
に
対
し
て
県
が
交
付
す
る
手
帳
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
同
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
園
の
際
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
堤
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
園
の
際
、
療
育
手
帳
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
園
の
際
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

８

第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
有
料
公
園
入
園
料
免
除
申
請
書
（
第
十
五
号
様
式
）

を
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
園
料
の
減
額
）

第
十
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
き
、
入
園
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し
、
当
該
入
園
料
を
減
額
し
て
徴
収
す
る
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

二
十
人
以
上
の
団
体
で
入
園
す
る
県
内
の
高
等
学
校
の
生
徒
で
あ
つ
て
当
該
高
等
学
校
の
教
職
員

が
引
率
す
る
も
の

一
人
一
回
百
七
十
円

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者

知
事
が
別
に
定
め
る
額

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
有
料
公
園
入
園
料
減
額
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
）

を
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
工
奨
励
館
の
利
用
時
間
）

第
十
条
の
四

栗
林
公
園
の
商
工
奨
励
館
（
以
下
「
商
工
奨
励
館
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
商
工
奨
励
館

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
工
奨
励
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
）

第
十
条
の
五

商
工
奨
励
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
は
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月

一
日
ま
で
の
日
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
商
工
奨
励
館

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
を
変
更
し
、
又
は
商
工
奨
励
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
栗
林
公
園
の
駐
車
場
の
使
用
料
）
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
栗
林
公
園
の
駐
車
場
の
使
用
料
の
免
除
）

第
十
三
条
の
二

公
務
の
た
め
に
栗
林
公
園
に
入
園
す
る
公
務
員
が
公
用
自
動
車
を
栗
林
公
園
の
駐
車
場

に
駐
車
す
る
場
合
は
、
当
該
駐
車
場
の
使
用
料
を
免
除
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
坂
出
緩
衝
緑
地
番
の
州
球
場
（
以
下
」
を
「
坂
出
緩
衝
緑
地
の
番
の
州
球
場
（

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
使
用
時
間
を
分
割
し
て
使
用
す

る
場
合
の
使
用
料
及
び
午
前
九
時
前
又
は
午
後
五
時
後
の
時
間
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
並
び

に
附
属
設
備
又
は
器
具
の
使
用
料
」
を
「
規
則
で
定
め
る
使
用
料
（
香
川
県
教
育
委
員
会
が
行
う
ス
ポ
ー

ツ
教
室
に
参
加
す
る
場
合
の
使
用
料
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
全
日
使
用
」
を

「
全
日
利
用
」
に
、
「
使
用
す
る
」
を
「
利
用
す
る
」
に
、
「
使
用
の
」
を
「
利
用
の
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
別
表
第
二
第
五
号
イ
の
表
香
川
県
立
丸
亀
競
技
場
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
使
用
料
（

香
川
県
教
育
委
員
会
が
行
う
ス
ポ
ー
ツ
教
室
に
参
加
す
る
場
合
の
使
用
料
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
四

の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
使
用
時
間
を
分
割
し
て
使
用
す
る
場
合

の
使
用
料
及
び
午
前
九
時
前
又
は
午
後
五
時
後
の
時
間
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

場
合
の
」
を
「
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
使
用
す
る
」
を
「
利
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
使
用
し
」
を

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）
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「
利
用
し
」
に
、
「
使
用
に
」
を
「
利
用
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
四
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
を
要
す
る
有
料
公
園
施
設
）

第
二
十
条
の
五

有
料
公
園
施
設
の
う
ち
条
例
第
七
条
の
二
（
条
例
第
十
四
条
の
二
第
七
項
後
段
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
は
、
次
に
掲
げ

る
施
設
と
す
る
。

一

栗
林
公
園

商
工
奨
励
館
北
館

商
工
奨
励
館
和
室

二

坂
出
緩
衝
緑
地

番
の
州
球
場

三

総
合
運
動
公
園

香
川
県
営
野
球
場

香
川
県
営
第
二
野
球
場

香
川
県
営
テ
ニ
ス
場
の
う
ち
基
本
施
設
及
び
附
属
施
設
（
シ
ャ
ワ
ー
室
及

び
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
を
除
く
。
）
並
び
に
シ
ャ
ワ
ー
室
（
団
体
で
利
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）

香
川
県
営
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

香
川
県
営
第
二
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

香
川
県
営
相
撲
場
の
う
ち
本
土
俵
並
び
に
練
習
土
俵
及
び
附
属
施
設
（
こ

れ
ら
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

丸
亀
競
技
場

競
技
場
の
う
ち
基
本
施
設
、
第
一
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
及
び
第
二
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
（
こ
れ
ら
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。）

並
び
に
附
属
施
設
（
第
一
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
及
び
第
二
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ル
ー
ム
を
除
く
。
）

補
助
競
技
場
（
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

五

瀬
戸
大
橋
記
念
公
園

マ
リ
ン
ド
ー
ム
の
う
ち
基
本
施
設
（
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
及
び
附
属
施
設

球
技
場

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
（
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）

（
利
用
の
許
可
）

第
二
十
条
の
六

有
料
公
園
施
設
（
前
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
に
限
る
。
第
二

十
条
の
八
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
条
例
第
七
条
の
二
前
段
の
規
定
に
よ
る

利
用
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
料
公
園
施
設
利
用
許

可
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
の
二
）
を
知
事
（
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
所
長
。
次

項
、
次
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

知
事
は
、
利
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用

許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

都
市
公
園
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

都
市
公
園
の
施
設
又
は
設
備
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

利
用
許
可
に
は
、
都
市
公
園
の
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
の
変
更
）

第
二
十
条
の
七

利
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
条
例
第
七
条
の
二
後
段

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
有
料

公
園
施
設
利
用
変
更
許
可
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
の
三
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
変
更
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
の
中
止
の
届
出
）

第
二
十
条
の
八

利
用
者
は
、
有
料
公
園
施
設
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
有
料
公
園
施
設

利
用
中
止
届
（
第
十
六
号
様
式
の
四
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
還
付
）

第
二
十
条
の
九

知
事
は
、
天
災
地
変
そ
の
他
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り

有
料
公
園
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
使
用
料
の
全
額
を
還
付
す
る
。

２

知
事
は
、
有
料
公
園
施
設
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
、
そ
の
施
設
を
利
用
す
る
日
（
以
下
「
利
用
日
」
と
い
う
。
）
の
十
一
日
前
ま
で
に
あ
つ
た

と
き
は
使
用
料
の
全
額
を
、
利
用
日
の
十
日
前
か
ら
八
日
前
ま
で
に
あ
つ
た
と
き
は
使
用
料
の
半
額
を
、

そ
れ
ぞ
れ
還
付
す
る
。

３

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
有
料
公
園
施
設
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
利
用
日
の
八
日

前
ま
で
に
あ
つ
た
と
き
は
使
用
料
の
全
額
を
、
利
用
日
の
七
日
前
か
ら
二
日
前
ま
で
に
あ
つ
た
と
き
は

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

七



使
用
料
の
半
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
還
付
す
る
。

一

マ
リ
ン
ド
ー
ム

二

球
技
場
の
う
ち
会
議
室

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
）

第
二
十
一
条

知
事
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
許
可
若
し
く
は

変
更
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
有
料
公
園
施
設
の
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
、
条
例
若
し
く
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
利
用
許
可
又
は
変
更
許
可
を
受
け
た
と
き
。

三

第
二
十
条
の
六
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

四

第
二
十
条
の
六
第
三
項
（
第
二
十
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
付
さ
れ
た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

（
原
状
回
復
）

第
二
十
二
条

利
用
者
は
、
有
料
公
園
施
設
の
利
用
を
終
了
し
た
と
き
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
許
可

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
有
料
公
園
施
設
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
て
、
そ
の

点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
二
十
三
条

条
例
第
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
都
市
公
園
（
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
都
市
公
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二

都
市
公
園
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三

業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２

条
例
第
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
公
園
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一

土
器
川
公
園

当
該
都
市
公
園
の
維
持
管
理
及
び
供
用
に
関
す
る
業
務

二

坂
出
緩
衝
緑
地
又
は
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園

当
該
都
市
公
園
の
維
持
管
理
及
び
利
用
の
許
可
に
関

す
る
業
務
、
利
用
料
金
の
収
受
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
業
務

三

さ
ぬ
き
空
港
公
園

当
該
都
市
公
園
の
維
持
管
理
及
び
利
用
料
金
の
収
受
に
関
す
る
業
務
そ
の
他

の
運
営
に
関
す
る
業
務

３

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
都
市
公
園
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
が
同
号
に
定
め
る
業
務
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
都
市
公
園
に
係
る
第
二
十
条
の
六
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

４

都
市
公
園
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
が
第
二
項
に
定
め
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市

公
園
に
係
る
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指

定
管
理
者
」
と
す
る
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
都
市
公
園
に
係
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

一

坂
出
緩
衝
緑
地

第
十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
二
十
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
条
の
七
第
一

項
、
第
二
十
条
の
八
及
び
第
二
十
二
条

二

瀬
戸
大
橋
記
念
公
園

第
十
九
条
の
二
、
第
十
九
条
の
三
、
第
二
十
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
条

の
七
第
一
項
、
第
二
十
条
の
八
及
び
第
二
十
二
条

三

さ
ぬ
き
空
港
公
園

第
二
十
条
の
三
及
び
第
二
十
条
の
四

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
業
務
」
の
下
に
「
（
指
定
管
理
者
が
前
条
第
二
項
に
定
め
る
業
務
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
入
園
の
制
限
等
）

第
二
十
四
条
の
二

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
都
市
公
園
（
総
合

運
動
公
園
及
び
丸
亀
競
技
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
へ
の
入
園
を
拒
否
し
、
又

は
都
市
公
園
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
す
る
者

二

他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
を
携
帯
す
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
二
十
五
条
中
「
香
川
県
栗
林
公
園
観
光
事
務
所
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
の
管
理
に
関
す
る
」
を
「
に
係
る
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加

え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

八



一

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
の
許
可

二

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可

三

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
許
可

四

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
利
用
の
禁
止
又
は
制
限

五

条
例
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
有
料
公
園
施
設
の
利
用
の
許
可

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
に
関
す
る
権
限

第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

九



第１４号様式（第１０条の２関係） （日本工業規格Ａ列４番）

有料公園入園証交付申請書

年 月 日

所長 殿

申請者の住所及び氏名 


（法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び
名称並びに代表者の氏名）

有料公園の入園証の交付を受けたいので、香川県都市公園規則第１０条の２第３項の規定により申請しま
す。

注 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。

氏 名

都市公園法第５条第１項��
	
の規定により許可を受けた者であるため都市公園法第６条第１項

住 所

有料公園の入園証
の交付を受ける者
の住所及び氏名

交付を受ける理由

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
〇



第
２１
条
関
係

第
１０
条
の
２
関
係

第
２１
条
第
１
項
第
８
号
ア

第
１０
条
の
２
第
１
項
第
８

第
１０
条
の
２
第
１
項
第
８
号
ハ

第
２１
条
第
１
項
第
８
号
イ

第
２１
条
第
１
項
第
８
号
ウ

第
１０
条
の
２
第
１
項
第
８
号
イ

第
２３
条
関
係

第
１０
条
の
３
関
係

第
２３
条
第
１
項
第
１
号

第
１０
条
の
３
第
１
項
第
１
号

号
ロ

第
十
五
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
一



第１６号様式の２（第２０条の６関係） （日本工業規格Ａ列４番）

有料公園施設利用許可申請書

年 月 日

香川県知事
殿

所 長

申請者 住 所

氏 名

（法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名）

連絡先

有料公園施設を利用したいので、香川県都市公園規則第２０条の６第１項の規定により申請します。

注 １ 該当するものに記入又は○印をしてください。

２ ※欄は、記入しないでください。

１ 商工奨励館 � 北館  和室

２ 番の州球場 � 基本施設 ・アマチュアスポーツ ・生徒及び児童

・アマチュアスポーツ以外のスポーツ ・一般

・その他

 夜間照明施設（ ／３）

３ マリンドーム � 基本施設

 第１控室 冷暖房（ 要 ・ 不要 ）

� 第２控室 冷暖房（ 要 ・ 不要 ）

� 会議室 冷暖房（ 要 ・ 不要 ）

４ 球技場 � 基本施設（第１・第２・第３・第４）

・アマチュアスポーツ ・学校等

・アマチュアスポーツ以外 ・学校等以外

・アマチュアスポーツ以外ですべての

グラウンドを使用

入場料の徴収（ 有（最高額 円）・ 無 ）

 会議室 冷暖房（ 要 ・ 不要 ）

５ ターゲット・バードゴルフ場 ・学校等

・学校等以外

年 月 日から
日間

年 月 日まで

時から 時まで

人

年 月 日から
日間

年 月 日まで

時から 時まで

人

※受付番号

行事名

円

年 月 日から
日間

年 月 日まで

時から 時まで

人

利用目的

利用日時

及び参加

（入場）

予定人員

※使用料

備 考

利
用
施
設
及
び
利
用
区
分

�
��
�

�
��
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
��
�

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
二



第１６号様式の３（第２０条の７関係） （日本工業規格Ａ列４番）

有料公園施設利用変更許可申請書

年 月 日

香川県知事
殿

所 長

申請者 住 所

氏 名

（法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名）

連絡先

年 月 日付けで許可のあつた有料公園施設の利用について、次のとおり変更したいの

で、香川県都市公園規則第２０条の７第１項の規定により申請します。

変 更 後変 更 前変 更 事 項

変更の理由

備 考

利 用 目 的

利 用 施 設

利 用 日 時

許
可
済
の
内
容

変

更

の

内

容

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
三



第１６号様式の４（第２０条の８関係） （日本工業規格Ａ列４番）

有料公園施設利用中止届

年 月 日

香川県知事
殿

所 長

届出者 住 所

氏 名

（法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名）

連絡先

年 月 日付けで許可のあつた有料公園施設の利用について、次のとおり中止したいの

で、香川県都市公園規則第２０条の８の規定により届け出ます。

中止の理由

備 考

利 用 目 的

利 用 施 設

利 用 日 時

許
可
済
の
内
容

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
四



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
の
四
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正

規
定
中
第
二
十
条
の
五
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
修
正
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
一
号

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
を
削
る
。

第
三
条
中
「
第
二
号
様
式
の
二
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
係
船
許
可
申
請
書
」
を
「
係
留
施
設
使
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

船
舶
給
水
施
設
使
用
許
可
申
請
書

第
六
号
様
式
の
四

第
八
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
の
係
船
許
可
申
請
書
」
を
「
係

留
施
設
使
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

係
留
施
設
使
用
許
可
申
請
書
は
、
当
該
申
請
者
の
利
便
を
図
る
た
め
知
事
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
」
を
「
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
及
び
こ
の
」
に
改

め
、
「
、
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

第
一
条
の
二
か
ら
第
三
条
ま
で
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
書
類
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
所
長
が
受
信

し
た
時
に
、
当
該
書
類
が
所
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

所
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
送
信

に
使
用
し
た
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
当
該
届
出
に
係
る
書
類
」
に
、
「
に
よ
る
届
出
又
は
申
請
」

を
「
の
提
出
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
二
号
様
式
の
二
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

係
船
許
可
申
請
書

係
留
施
設
使
用
許
可
申
請
書

第
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
五



第６号様式の４（第８条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

注 「区分」の欄及び「給水種別」の欄は、該当するものを○で囲んでください。

船舶給水施設使用許可申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

次のとおり港湾施設における使用の許可を受けたいので、香川県港湾管理条例施行規則第８条第１
項の規定により申請します。

外 航 ・ 内 航

運搬給水 ・ 岸壁給水 ・ 自動販売機 ・ 缶 ・ その他

年 月 日 時 分

飲料水 � その他 �

区 分

港 湾 名

船 名

信号符字（コールサイ
ン）等

総 ト ン 数

給 水 種 別

給 水 希 望 日 時

給 水 申 込 数 量

希 望 給 水 場 所

備 考

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
六



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
港
湾
施
設

使
用
許
可
申
請
書
（
船
舶
給
水
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
改
正
後
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
た
船
舶
給
水
施
設
使
用
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

３

改
正
前
の
第
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
修
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
第
二
号
字
高
橋
一
九
一
七
の
三
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

告

示

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
九
、
一

医
療
法
人
社
団
愛
生
会

上
里
医
院

坂
出
市
江
尻
町
八
三
六
番
地
五

平
成
一
七
、
九
、
一

京
町
薬
局
西
庄
店

坂
出
市
西
庄
町
一
七
八
番
地
四

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
八
、
二
五

佐
藤
眼
科
医
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
一
丁
目
六
番
七
号

平
成
一
七
、
八
、
三
一

医
療
法
人
社
団
愛
生
会

上
里
内
科
医
院

坂
出
市
室
町
一
丁
目
一
番
二
五
号

平
成
一
七
、
八
、
三
一

京
町
薬
局
室
町
店

坂
出
市
室
町
一
丁
目
一
番
二
四
号

廃

止

年

月

日

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
九
、
二
五

塩
江
町

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
第

二
号
一
六
四
五
番
地

塩
江
町
老

人
訪
問
看

護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

高
松
市
塩
江
町

安
原
上
東
九
九

番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
七



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
九
、
二
五

塩
江
町
老
人
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

高
松
市
塩
江
町
安
原

上
東
九
九
番
地
一

塩
江
町

高
松
市
塩
江
町
安
原

下
第
二
号
一
六
四
五

番
地

訪
問
看
護

平
成
一
七
、
八
、
二
五

佐
藤
眼
科
医
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町

一
丁
目
六
番
七
号

佐
藤
道
明

善
通
寺
市
善
通
寺
町

一
丁
目
六
番
七
号

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
七
、
八
、
三
一

京
町
薬
局
室
町
店

坂
出
市
室
町
一
丁
目

一
番
二
四
号

京
町
薬
局
有
限
会
社

坂
出
市
京
町
二
丁
目

一
番
五
〇
号

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
七
、
八
、
三
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
お
荘

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

仁
尾
町

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
三
四
番
地
二

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

平
成
一
七
、
八
、
三
一

仁
尾
町
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に

お
荘

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

仁
尾
町

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
三
四
番
地
二

通
所
介
護

平
成
一
七
、
八
、
三
一

仁
尾
町
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

仁
尾
町

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
三
四
番
地
二

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
一
七
、
八
、
三
一

医
療
法
人
社
団
愛
生

会
上
里
内
科
医
院

医
療
法
人
社
団
愛
生

会

訪
問
看
護

坂
出
市
室
町
一
丁
目

一
番
二
五
号

坂
出
市
室
町
一
丁
目

一
番
二
五
号

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
九
、
一

医
療
法
人
社
団
愛
生

会
上
里
医
院

坂
出
市
江
尻
町
八
三

六
番
地
五

医
療
法
人
社
団
愛
生

会坂
出
市
江
尻
町
八
三

六
番
地
五

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
七
、
九
、
一

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
に
お
荘

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

福
祉
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

通
所
介
護

平
成
一
七
、
九
、
一

老
人
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
に
お
荘

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

福
祉
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
一
七
、
九
、
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
お
荘

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

福
祉
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
一
七
、
九
、
九

訪
問
介
護
フ
ァ
イ
ン

ケ
ア

有
限
会
社
フ
ァ
イ
ン

ケ
ア

訪
問
介
護

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
八



●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

昭
和
三
十
二
年
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
畜
舎
、

家
き
ん
舎
規
制
地
域
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

観
音
寺
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

観
音
寺
市

茂
西
町
、
上
市
町
、
川
原
町
、
有
明
町
、
明
星
町
、
殿
町
、
中
央
町
、
柳
町
、
青
柳
町
、
三
架
橋
通
、

駅
通
町
、
栄
町
、
七
間
橋
町
、
中
洲
町
、
中
新
町
、
若
宮
町
、
春
日
町
、
大
和
町
、
上
若
町
、
蛭
子
町
、

仮
屋
町
、
加
茂
田
町
、
元
町
、
港
町
、
琴
浜
町
、
幸
町
、
南
町
（
字
下
津
の
区
域
を
除
く
。
）

豊
浜
町
の
う
ち
本
町
、
中
之
町
、
東
町
、
港
町
、
南
、
北
原
、
須
賀
、
東
浜

豊
浜
町
の
項
を
削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

東
か
が
わ
市
松
原
一

七
〇
〇
番
地
一
五

東
か
が
わ
市
松
原
一

七
〇
〇
番
地
一
五

平
成
一
七
、
九
、
一

指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
聖
心
会

東
か
が
わ
市
川
東
一

〇
三
番
地
一

医
療
法
人
社
団
聖
心

会東
か
が
わ
市
川
東
一

〇
三
番
地
一

居
宅
介
護
支
援
事
業

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
一
二
九
一

一
八

す
ば
る
訪
問
介
護

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

特
定
非
営
利
活
動
法

人
す
ば
る

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

平
成
十
七
年

十
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

す
ば
る
訪
問
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法

平
成
十
七
年

知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
二
九
一

一
七

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

人
す
ば
る

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

十
月
一
日

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
二
九
一

一
六

す
ば
る
訪
問
介
護

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

特
定
非
営
利
活
動
法

人
す
ば
る

東
か
が
わ
市
馬
篠
三

三
三
ー
一
四

平
成
十
七
年

十
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

一
九



道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
か
ら
同
年
十

一
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

府
中
琴
南
線
（
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
か
ら
同
年
十

一
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
百
七
十
七
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
桜
本
三
四
四
六
番
二
地

先
か
ら

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
桜
本
三
四
三
六
番
四
地

先
ま
で

一
二
・
七

〜
二
八
・
〇

五
七

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
九
百
十
号

で
変
更
し
た

区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
蔵
廻
二
一
一

九
番
四
地
先
か
ら

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
桜
本
三
四
三

一
番
六
地
先
ま
で

前

九
・
〇

〜
一
八
・
〇

三
〇
五

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
九
百
八
号

で
変
更
し
た

区
域
及
び
綾

上
橋
歩
道
橋

整
備

後

一
一
・
八

〜
一
八
・
八

三
〇
五

沿
岸
名

海
岸
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

燧
灘

観
音
寺

港

有
明

一

指
定
場
所

観
音
寺
市
室
本
町
字
有
明
一
三
一
〇
の
二
番
地
か
ら
観
音

寺
市
有
明
町
甲
四
〇
三
九
の
六
番
地
ま
で

二

指
定
区
域

基
点
一
か
ら
基
点
五
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
一

と
補
助
点
一
か
ら
補
助
点
四
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
補
助
点

四
と
基
点
五
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ
り
、

角
度
の
表
示
は
、
真
方
位
と
す
る
。
）

基
点
一

三
等
三
角
点
琴
弾
山
（
北
緯
三
四
度
七
分
五
六

・
二
七
秒
、
東
経
一
三
三
度
三
八
分
四
一
・
三
二

秒
）
か
ら
三
三
三
度
五
五
分
五
四
秒
、
六
七
六
・

三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
八
九
度
二
八
分
一
二
秒
、
六
五

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
〇



●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
十
一
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
土
器
町
東
一
丁
目
一
一
七
、
一
一
七
―
二
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
一
八
メ
ー
ト
ル

延
長

二
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中

「
三
菱
信
託
銀
行
株
式
会
社
」
を
「
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
二
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

試
験
期
日

平
成
十
八
年
二
月
十
一
日
（
土
曜
日
）

二

試
験
場
所

香
川
県
高
松
市
幸
町
一
―
一

香
川
大
学
教
育
学
部

三

受
験
資
格

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

四

試
験
科
目

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
二
十
三
条
に
定

め
る
科
目
と
す
る
。

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
平
成
十
八
年
一
月
四
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

六

受
験
願
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
九
三
度
三
九
分
一
二
秒
、
一
二

二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
五
一
度
三
七
分
四
八
秒
、
一
八

六
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
六
三
度
三
二
分
二
四
秒
、
一
七

七
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
二
七
九
度
五
三
分
一
〇
秒
、
四

八
九
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
二
か
ら
二
九
三
度
三
四
分
五
一
秒
、
五

二
一
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
四
か
ら
二
五
九
度
二
〇
分
五
二
秒
、
三

三
〇
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
五
か
ら
二
五
三
度
三
二
分
二
三
秒
、
一

〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
一



プ
准
看
護
師
試
験
担
当

七

合
格
者
の
発
表
等

平
成
十
八
年
三
月
八
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関

前
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

ま
た
、
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

八

そ
の
他

１

受
験
願
書
の
請
求
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ
准
看
護
師
試
験

担
当
に
行
う
こ
と
。
な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
受
験
願
書
の
配
布
を

郵
便
に
よ
り
行
う
の
で
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
四
九
〇
円
切
手
を
は
っ
た
角
形
二
号
の
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
た
封
書
に
よ
り
行
う
こ
と
（
二
部
以
上
の
受
験
願
書
を
請
求
す
る
場
合
は
、
２
の
場
所
へ

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、
受
験
願
書
の
配
布
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
（
木
曜

日
）
か
ら
と
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ
准
看
護
師

試
験
担
当
（
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
五
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

茜
興
産
有
限
会
社

高
松
市
昭
和
町
二
丁
目
一
一
番
一
号

榑
谷
千
佳
子

木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
二
三
〇
一
番
地
三

筒
井
育
子

高
松
市
茜
町
一
番
八
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
茜
町
店

高
松
市
茜
町
八
三
六
番
三
四
一
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
九
時

変
更
後

午
前
零
時

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前

午
前
二
時

変
更
後

午
後
十
二
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
前
二
時
十
五
分
ま
で

変
更
後

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日

５

変
更
す
る
理
由

顧
客
の
利
便
性
向
上
の
た
め

二

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
二



�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

飯
山
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
二
〇
番
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前

飯
山
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

変
更
後

マ
ル
ナ
カ
飯
山
店

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

変
更
後

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
丸
亀
市
産
業
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
丸
亀
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
三



一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
宮
脇
店

高
松
市
宮
脇
町
一
丁
目
四
番
五
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

変
更
後

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
八
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
六
号

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
Ｂ
２
街
区
等
事
業
計
画
提
案
競
技
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

提
案
競
技
の
概
要

１

提
案
競
技
の
名
称

本
提
案
競
技
の
名
称
は
、
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
Ｂ
２
街
区
等
事
業
計
画
提
案
競
技
（
以
下
「
提
案
競

技
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

提
案
競
技
の
主
催
者

提
案
競
技
は
、
香
川
県
（
以
下
「
県
」
と
い
う
。
）
が
主
催
す
る
。

３

提
案
競
技
の
対
象
と
す
る
土
地
等

提
案
競
技
の
対
象
と
す
る
土
地
等
の
所
在
及
び
面
積
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

Ｂ
２
街
区
の
土
地

�

所
在

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
一
―
三

�

面
積

五
、
〇
三
四
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

�

高
松
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
一
階

�

所
在

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
一
―
一

�

面
積

約
一
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

４

提
案
競
技
の
対
象

提
案
競
技
の
対
象
は
、
次
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
募
集
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
四



�

Ｂ
２
街
区
の
施
設
整
備
・
事
業
展
開
計
画

�

高
松
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
一
階
の
施
設
利
用
計
画

一
の
応
募
者
は
、
次
の
�
か
ら
�
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
提
案
す
る
も
の
と
す
る
。

�

�
の
計
画

�

�
の
計
画

�

�
の
計
画
と
�
の
計
画
の
二
つ
の
計
画

�

�
と
�
を
併
せ
て
一
つ
の
も
の
と
し
た
計
画

�
と
�
の
両
計
画
を
提
案
す
る
場
合
で
、
�
と
�
の
計
画
の
い
ず
れ
か
一
方
が
入
選
し
た
場
合
で

も
事
業
実
施
が
可
能
な
場
合
は
�
を
、
�
と
�
の
計
画
の
両
方
が
入
選
し
た
場
合
の
み
事
業
実
施
が

可
能
な
場
合
は
�
を
選
択
す
る
こ
と
。

な
お
、
Ｂ
２
の
提
案
競
技
の
対
象
と
す
る
土
地
は
、
適
正
な
価
格
に
よ
り
売
却
又
は
貸
付
（
事
業

用
借
地
権
を
設
定
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
高
松
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
一
階
の
提
案
競
技
の
対
象

と
す
る
施
設
は
、
香
川
県
港
湾
管
理
条
例
に
基
づ
く
使
用
許
可
と
す
る
。

二

応
募
者
の
資
格
等

提
案
競
技
に
応
募
す
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
本
提
案
競
技
の
趣
旨
を
十
分
理
解
し
、
事
業
を
行
う

に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
信
用
、
資
金
及
び
経
営
能
力
等
を
備
え
た
法
人
又
は
そ
の
連
合
体
（
以
下
「
法

人
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
四
の
１
で
配
付
す
る
募
集
要
綱
を
参
照
す
る
こ
と
。

三

事
業
主
体
の
決
定
方
法
等

１

審
査
委
員
会
に
よ
る
入
選
案
の
選
定

審
査
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
、
応
募
者
か
ら
提
案
さ
れ
た
事
業
計
画
案
の
中
か
ら
最
も
優
れ
た
応

募
提
案
を
入
選
案
と
し
て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
審
査
の
結
果
、
ふ
さ
わ
し
い
提
案
が
な
い
場
合
は
、
入
選
案
な
し
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

入
選
案
及
び
事
業
主
体
予
定
者
の
決
定

県
は
、
審
査
委
員
会
の
審
査
結
果
に
基
づ
き
入
選
案
を
決
定
し
、
入
選
案
を
提
案
し
た
法
人
等
を

事
業
主
体
予
定
者
と
し
て
決
定
す
る
。

３

事
業
主
体
の
決
定

Ｂ
２
街
区
に
つ
い
て
県
は
、
事
業
主
体
予
定
者
と
事
業
計
画
案
に
基
づ
く
事
業
の
具
体
的
な
条
件

に
つ
い
て
協
議
し
、
事
業
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
協
定
を
締
結
の
う
え
事
業
主
体
を
決
定
す
る
。

高
松
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
一
階
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
体
予
定
者
が
香
川
県
港
湾
管
理
条
例

に
基
づ
き
使
用
申
請
書
を
提
出
し
、
県
は
、
使
用
許
可
す
る
。

４

事
業
主
体
の
責
務

事
業
主
体
は
、
三
の
３
の
協
定
に
基
づ
き
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

公
募
の
手
順
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
概
略

�

募
集
要
綱
の
配
布

平
成
十
七
年
十
月
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
（
水
）
ま
で

�

募
集
要
綱
質
疑
受
付

平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
（
月
）
ま

で
�

募
集
要
綱
質
疑
回
答

平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
（
月
）
頃

�

応
募
登
録
手
続
き

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
（
木
）
及
び
同
月
二
日
（
金
）

�

応
募
登
録
の
通
知

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
（
金
）

�

応
募
提
案
書
類
等
の
提
出

平
成
十
八
年
二
月
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で

�

入
選
案
決
定

平
成
十
八
年
三
月
予
定

�

事
業
主
体
予
定
者
の
決
定

平
成
十
八
年
三
月
予
定

�

基
本
協
定
書
の
締
結
（
事
業
主
体
の
決
定
）
等

平
成
十
八
年
四
月
予
定

四

応
募
手
続
等

１

募
集
要
綱
の
配
布
期
日
等

�

期
日

平
成
十
七
年
十
月
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
（
水
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日

曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

�

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

�

場
所

香
川
県
庁
本
館
十
五
階

香
川
県
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
創
出
課

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
閲
覧

平
成
十
七
年
十
月
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
（
水
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
香

川
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.pref.kagaw

a.jp/

）→

県
庁
各
所
属
・
出
先
機
関→

観

光
交
流
局→

関
連
リ
ン
ク
か
ら
募
集
要
綱
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ア
ド
レ
ス
）

http
://w

w
w
.pref.kagaw

a.jp/pubsys/cgi/contents_view
.cgi？

cd=5542

２

応
募
登
録
手
続
き
の
期
日
等

�

期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
（
木
）
及
び
同
月
二
日
（
金
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
五



�

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

�

場
所

香
川
県
庁
本
館
十
五
階

香
川
県
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
い
創
出
課

�

手
続
き
の
方
法

所
定
の
登
録
申
込
書
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
、
添
付
書
類
を
添
え
て
持
参

す
る
こ
と
。

３

応
募
提
案
書
類
等
の
提
出
期
日
等

�

期
日

平
成
十
八
年
二
月
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で

�

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

�

場
所

香
川
県
庁
本
館
十
五
階

香
川
県
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
い
創
出
課

�

提
出
方
法

受
付
場
所
ま
で
持
参
す
る
こ
と
。

五

問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号

七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
十
号

香
川
県
観
光
交
流
局

に
ぎ
わ
い
創
出
課
交
流
施
設
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
八
〇

六

そ
の
他

詳
細
は
、
募
集
要
綱
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
谷
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
奥

谷
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
畑
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区

画
整
理
事
業
）
新
畑
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
観
音
寺
市
経
済
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十

一
月
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
琴
南
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
井

地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
琴
南
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
平
山

地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
満
濃
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
次
の
病
院
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団
林
泉
会
林
病
院

仲
多
度
郡
琴
平
町
四
五

監
査
委
員
公
表

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
六



措
置

状
況

県
税
の
徴
収
確
保
に
つ
い
て
は
、
捜

索
な
ど
に
よ
る
差
押
の
強
化
や
夜
間
・

休
日
の
納
税
窓
口
の
開
設
な
ど
徴
収
対

策
の
一
層
の
充
実
と
強
化
を
図
っ
て
い

る
。平
成
１７
年
度
か
ら
は
、
差
押
財
産
を

よ
り
高
価
・
有
利
に
換
価
す
る
た
め
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
開
始
し
た
ほ

か
、
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
県
の

直
接
徴
収
を
引
き
続
き
実
施
す
る
と
と

も
に
、
税
務
職
員
の
市
町
等
へ
の
併
任

に
よ
る
香
川
滞
納
整
理
推
進
機
構
を
設

立
す
る
な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
お
り
、

今
後
と
も
様
々
な
徴
収
確
保
対
策
を
講

じ
て
い
き
た
い
。

監
査

結
果
（
対

象
機

関
）

県
税
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て

県
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
強
制
徴

収
の
強
化
や
滞
納
整
理
の
効
率
化
を
図

る
な
ど
積
極
的
な
徴
収
に
努
め
て
い
る

が
、
依
然
と
し
て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
り
、
引
き
続
き
効
果
的
な
徴
収
確

保
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。（
税

務
課
）

検
討
指
示
事
項

措
置

状
況

平
成
１７
年
７
月
に
返
納
済
み
で
あ
る
。

監
査

結
果
（
対

象
機

関
）

ア
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。（
水
道
局
）

指
導
注
意
事
項

措
置

状
況

平
成
１７
年
３
月
に
返
納
済
み
で
あ
る
。

監
査

結
果
（
対

象
機

関
）

ア
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

扶
養
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
配

偶
者
の
育
児
休
業
期
間
が
終
了
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
手
当
を

指
導
注
意
事
項

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１７
年
１０
月
１４
日

香
川
県
監
査
委
員

栗
田

隆
義

同
石

川
豊

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

総
務
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１６
年
度

３
措
置
の
状
況

香
川
県
監
査
委
員

栗
田

隆
義

同
石

川
豊

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

水
道
局

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１６
年
度

３
措
置
の
状
況

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３１
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１７
年
１０
月
１４
日

香
川
県
監
査
委
員

栗
田

隆
義

同
石

川
豊

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

農
政
水
産
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１６
年
度

３
措
置
の
状
況

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３０
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１７
年
１０
月
１４
日

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
七



平
成
１７
年
３
月
に
返
納
済
み
で
あ
る
。

過
年
度
未
登
記
土
地
処
理
要
領
に
基

づ
き
、
未
登
記
土
地
の
解
消
に
努
め
て

お
り
、
今
後
、
さ
ら
に
、
出
先
機
関
配

属
の
嘱
託
職
員
を
適
宜
登
記
事
務
経
験

者
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
処
理
案
件

の
難
易
度
別
分
類
に
よ
る
優
先
的
処
理

を
進
め
る
な
ど
、
一
層
計
画
的
な
処
理

に
努
め
る
。

支
給
し
て
い
る
の
で
、
返
納
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。（
農
業
試
験
場
）

イ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。（
西
讃
農
業
改
良
普
及

セ
ン
タ
ー
）

登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
努
力
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
多

数
の
未
登
記
件
数
が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
、
引
き
続
き
そ
の
解
消
に
向
け

て
取
組
が
必
要
で
あ
る
。（
土
地
改

良
課
）

検
討
指
示
事
項

措
置

状
況

監
査

結
果
（
対

象
機

関
）

ア
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

指
導
注
意
事
項

「
香
川
県
河
川
占
用
料
等
に
関
す
る

条
例
」、「
香
川
県
道
路
占
用
料
条
例
」、

「
香
川
県
都
市
公
園
条
例
」
等
の
規
定

を
遵
守
し
、
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め

る
。平
成
１７
年
９
月
に
追
給
済
み
で
あ
る
。

平
成
１７
年
９
月
に
返
納
済
み
で
あ
る
。

長
尾
土
木
事
務
所
、
高
松
土
木
事
務

所
及
び
小
豆
総
合
事
務
所
に
つ
い
て
は
、

過
年
度
未
登
記
処
理
の
た
め
、
嘱
託
職

員
を
配
置
し
未
登
記
案
件
の
処
理
に
努

め
て
い
る
。

ま
た
、
各
事
務
所
の
担
当
者
を
集
め

た
過
年
度
未
登
記
処
理
事
務
担
当
者
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
事
務
処
理
の
円
滑

化
に
努
め
て
い
る
。

廃
道
敷
の
適
正
な
管
理
に
努
め
、
地

元
市
町
や
関
係
者
と
の
協
議
に
よ
り
市

町
道
へ
の
移
管
、
緑
地
帯
等
と
し
て
活

用
、
売
却
処
分
な
ど
の
促
進
を
図
る
。

（
道
路
保
全
課
）

廃
川
敷
の
現
状
把
握
に
努
め
適
正
な

管
理
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
者
と
の

河
川
占
用
料
、
道
路
占
用
料
及
び

都
市
公
園
使
用
料
の
徴
収
に
当
た
り
、

納
入
通
知
書
の
発
行
が
遅
延
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
の
で
、
適
正
に
処
理

す
る
必
要
が
あ
る
。（
長
尾
土
木
事

務
所
）

イ
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

特
殊
現
場
作
業
手
当
の
支
給
に
当

た
り
、
勤
務
実
績
の
認
定
を
誤
っ
て

支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の

差
額
分
を
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
高
松
土
木
事
務
所
）

ウ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。（
高
松
土
木
事
務
所
）

ア
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て

は
、
計
画
的
な
取
組
に
よ
り
一
定
の

改
善
成
果
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

依
然
と
し
て
相
当
の
未
登
記
件
数
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
引
き
続
き
登

記
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
必
要
が

あ
る
。（
土
木
監
理
課
）

イ
廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
の
管
理
及
び

処
分
に
つ
い
て

廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
が
相
当
数
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態

を
的
確
に
把
握
し
、
適
切
な
管
理
及

び
処
分
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ

る
。（
道
路
保
全
課
、
河
川
砂
防
課
）

検
討
指
示
事
項

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１７
年
１０
月
１４
日

香
川
県
監
査
委
員

栗
田

隆
義

同
石

川
豊

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

土
木
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１６
年
度

３
措
置
の
状
況

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
八



協
議
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
売
却
、
貸
付
や
移
管
等
の
処
分
に

努
め
る
。（
河
川
砂
防
課
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

二
九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

（
第
九
二
七
八
号
）

三
〇


